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   千葉市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 
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千葉市条例第  号 

   千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 千葉市国民健康保険条例（昭和６１年千葉市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

 附則第１８項中「受けている」を「受け、又は事業所得（所得税法第

２７条に規定する事業所得をいう。以下同じ。）がある」に改める。 

 附則第１９項中「１０円に切り上げるものとする。」の次に「以下同

じ。」を加え、「１円に切り上げるものとする。）」を「１円に切り上

げるものとする。以下同じ。）と、事業所得の額の合計額を就労日数で

除した額の３分の２に相当する額の合計額とする」に改める。 

 附則第２１項中「給与等の全部又は一部の支払を受けることができる

者」を「給与等の全部又は一部の支払を受け、又は事業所得がある者」

に、「受けることができる期間」を「受け、又は事業所得がある期間」

に、「給与等の額」を「給与等又は事業所得の額」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２  この条例による改正後の附則第１８項、第１９項及び第２１項

の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則

で定める日までの間に属する場合に適用する。 
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議 案 説 明 

  新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して傷病手当金

を支給するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 

 


